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令和8年4月28日（火）
ふれあいはすぬま 第五集会室

16:00～17:00
18:30～19:30

（司会・進行：施設担当 小池田）

大田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく

仮称大田区立みらい学園の計画に関する説明会

次第

1 開会の挨拶 (教育施設担当課長)

2 指導企画担当課長挨拶 (指導企画担当課長)

3 区職員及び設計事務所紹介

4 建築計画概要の説明 (施設担当係長)

5 計画内容の説明 (株式会社類設計室)

6 質疑応答

7 閉会の挨拶 (施設調整担当課長)

【配布資料】
・建築計画概要説明書(第3号様式)
・改築だより(令和７年11月版)
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仮称大田区立みらい学園新築その他工事 基本設計図面

：みらい学園

：（仮称）不登校対策支援センター

：みらい学園と（仮称）不登校対策支援センターで兼用

＜不登校の定義＞
文部科学省の調査上で、「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくとも
できない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義されています。
＜学習集団の定義＞
不登校児童・生徒は大人数がいる空間や一斉一律の生活、行動規範、固定的な人間関係に馴染めないなどの傾向が報告されてい
ます。人との親密感やまとまりが得られるとともに「つかず離れず」の微妙な距離感をとることができるよう、2～8人程度を
基本的な学習集団の単位とします。
＜パレットの定義＞
学校らしさを感じさせないよう、一般校における教室と廊下が直列して並ぶ形ではなく、家庭の個室とリビングとの関係のよう
な使い勝手となる空間構成とします。パレットには、グループ学習スペース、ホームベース、相談室などを配置します。

凡例

2

①外観デザイン
柔らかな曲線のテラスと階段で上階に後退し
ながら立体的につながる多様な居場所づくり

⑥ランドスケープ
屋上ひろばは、人工芝と屋上緑化、菜園を設
置し、児童・生徒が活動できる居場所づくり

⑤環境デザイン
屋上緑化で断熱効果を高めて省エネ
ルギー化、太陽光発電パネルで創エ
ネルギーに寄与

⑤環境デザイン
南側と西側はテラスで直射日光を遮り、
省エネルギーに寄与。中央吹抜けは
自然換気活用

②内部空間構成
建物中央から放射状にパレットを配置して、
見通しの良い居場所の選択性に富んだ空間

⑧複合化
児童・生徒への登校支援機能、教員研修、アセ
スメントや学校と関係機関との連携支援を強化

⑦地域力
ゲストティーチャーを招
き、こどもと地域や社会
とのつながりを太くする

③パレット構成
教育活動の変化に応じて柔軟に可変できる柔
らかな仕切りの1パレット12区画の構成

④構造デザイン
鉄の骨組みと鉄筋コンクリートの床・壁プレートで、多様な居場所を支えつつ、
施工容易性とコスト最適化を両立⑥ランドスケープ

緑と生物に触れ合える、
四季折々の表情を見せる
豊かな植栽計画

EV
EVEVEV

～８つの整備方針項目～

①外観デザイン、②内部空間構成、③パレット構成、④構造デザイン、⑤環境デザイン、⑥ランドスケープ、⑦地域力、⑧複合化

２階平面図 ３階平面図 屋上階平面図

面 談 室

１階平面図

会議室
会
議
室

※本資料における「基本設計図面」は、現時点での予定であり、

今後の実施設計及び協議等に伴い、変更する場合があります。
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■配置図

■敷地周辺状況図

■敷地概要・建築概要



仮称大田区みらい学園新築その他工事

大田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

5

■断面図
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■立面図
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■等時間日影図(既存)
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■等時間日影図(新築)
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■等時間日影図(既存＋新築)
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■時間日影図：8時(既存＋新築)
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■時間日影図：9時(既存＋新築)
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■時間日影図：10時(既存＋新築)
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■時間日影図：11時(既存＋新築)
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■時間日影図：12時(既存＋新築)
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■時間日影図：13時(既存＋新築)
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■時間日影図：14時(既存＋新築)



仮称大田区みらい学園新築その他工事

大田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

17

■時間日影図：15時(既存＋新築)
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■時間日影図：16時(既存＋新築)
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■時間日影図・近隣状況図
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■完成予想図(北側鳥瞰)
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■完成予想図(南側鳥瞰)
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■完成予想図(北側アイレベル)
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番号 質疑 回答 設計反映

1
住宅が隣接している場所に池など維持管理が難

しい設備は設置しないでほしい。

住宅が隣接している場所に水が溜まる池をつく

る予定は基本的にない。
回答の通り、池は設置しない

2
落葉樹は落ち葉が隣接する敷地に入るため配慮

してほしい。道路側への植栽は歓迎する。

隣接する敷地への影響が少ない植栽選定で配慮

する。道路側は積極的に植栽を行う。

回答の通り、隣地境界線の植栽は落葉が少ない

常緑樹を選定し設計反映済み

3

既存の学校のイメージから脱却しており、とても

素敵なプランだと感じる。子どもや近隣住民が

ワクワクするような期待の持てる建物になるこ

とを楽しみにしている。

回答なし －

4
車いす利用への対応やエレベーターなど、バリ

アフリーへの配慮はあるか。

法律や条例に基づき、バリアフリー対応を行

う。エレベーターも設置する。
回答の通り、設計反映済み

5
身体的・精神的な障害を持つ子どもも受け入れ

る対象か。

入校には「転入学検討委員会」が審査を行い、

当該の子どもにとって相応しい学びの場となる

かを判断する。障害があることだけで入校を拒

否することはない。障害の有無にかかわらず、

検討委員会で判断する。

－

6
既存建物の取り壊し後も防災拠点機能は維持さ

れるか。消防用水は設置するか。

既存校舎解体後も、既存体育館は最後の工事期

間まで避難所利用できる。ただし、既存体育館

だけでは収容人数が不足するため、近隣の大森

高校と連携して機能を補完する方向で調整を進め

ている。消防用水は設置する。

消防用水は、設計反映済み

7

太陽光パネルで発電した電気は施設内での利用

に限られるのか、近隣への供給も視野に入れて

いるのか。

基本的に施設内で使い切ることとしている。 回答の通り、設計反映済み

8

説明会の日程周知方法について、住民が日程調

整できるよう、1 ヶ月前には周知してほしい。こ

の要望を強く希望する。

要望を承知した。今後、1 ヶ月前を目安に早めに

周知できるよう努める。

2026年4月28日開催予定の住民説明会に向け、事

前周知は3月28日までに完了する方針

9

今後、どのような内容の説明会が予定されてい

るのか。特に解体工事に関する説明は、どのよ

うなタイミングで行われるのか。

中高層紛争予防条例に基づく説明会を 2026 年 4

月頃に予定している。建物の高さや日影に関する

具体的な説明を行う。設計完了後、工事が始ま

る段階で工事説明会を実施する。施工計画や工

程を説明するが、解体工事と本体工事で業者が

変わるため、それぞれで説明会を行う予定。

回答の通り

10

外階段は、2 階や 3 階、屋上へつながっている

が、地域住民も利用できるのか。学校ではない

時間帯に、誰でも自由に入れるようにするの

か、それともセキュリティを設けるのか。

学校側の許可が得られる時間帯であれば、地域

住民も利用できるよう検討している。ただし、

学校の開校と同時に利用可能になるわけではな

く、時期がずれる可能性がある。学校ではない

時間帯に誰もが自由に出入りできるわけではな

く、夜間などセキュリティを考慮し、立ち入り

を制限する。

回答の通り、セキュリティとしてバリカー＋

チェーンを設置する

【基本設計】2025年8月4日実施　仮称大田区立みらい学園の計画に関する説明会
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番号 質疑 回答 設計反映

11

地域住民が施設を利用する際の、外部からのア

クセスについて教えてほしい。車や自転車の置

き場所はどこか。

北側にメインの出入り口を設ける予定。既存の

門のようなものはつくらない計画。南側には門

を設置する。自転車駐輪場は、建物の東側に設

けて北側の出入り口からアクセスできる計画。

安全対策として車両スペースと駐輪場、歩行者

のスペースは、緑地帯などで区切ることで確保

する。

回答の通り、設計反映済み

12

（仮称）不登校対策支援センターに親同士が懇

談できるスペースも検討してほしい。他の親と

話すことで「自分だけではない」という安心感

を得られるため交流の場が必要。相談に来た親

がゆったりと過ごせるよう、お茶を飲めるよう

なスペースを設けることも検討してほしい。

交流飲食ひろばは、カフェのようなオープンな

空間で、地域の誰もが利用できる。親の会の懇

談場所としても十分活用できると考えている。会

議室も学校の教育活動が行われていない時間帯

であれば、親の会などの懇談に利用可能であ

る。

－

13 エレベーターは設置するか。
法律や条例に基づき、エレベーターを設置す

る。
回答の通り、設計反映済み

14

音楽室の隣が保健室になっているが、音楽室か

らの音漏れが、保健室で休んでいる子どもたち

に影響を与えることはないか。

音楽室と保健室の間にある壁は、防音に配慮す

る。
回答の通り、壁の遮音性能を高める

15
地域住民も利用できる体育館の広さが、どのく

らいの広さになるのか教えてほしい。

およそ 700 ㎡で、一般的な中学校の体育館と同

等。既存の体育館より広くなる。
回答の通り

16

建物と形状が変わることによる風の通りや吹き

溜まりなどがどうなるのか。特に、雨や風が家

にかかる影響について知りたい。

新しい建物形状で地域の風の流れを検証し、近

隣への風の影響は大きく変わらないことを確認

している。

回答の通り

17

現在の建物の音楽室から音漏れがひどく悩まさ

れている。新しい建物でも同様の音の問題が起

きないか心配。この問題を解決してほしい。

現状を確認し利用者に対して近隣への配慮を呼

びかける。新しい建物は防音対策を行う計画。

回答の通り、新校舎の音楽室は隣地境界線から

離して平面配置し、壁や窓の遮音性能を高める

18
新しい建物に美術室はないのか。地域開放で美

術活動に利用できる場所があるのか。

ものづくりラボが、技術・図工・美術などの多

目的な用途で利用する室。
回答の通り

19

北側の屋外階段が必要になった理由を教えてほ

しい。駐輪場への通路が狭く見えるため広げる

検討は出来ないか

屋外階段の設置目的は、2 階の防災倉庫にアクセ

スしやすくするため。駐輪場への通路幅は通行に

支障が出ないよう広げている。

回答の通り

20
現在利用している集会室が、具体的にいつまで

利用できるのか期日を知りたい。

現時点では「いつまで利用できるか」という具

体的な期日は未定である。令和８年4 月頃に建物

の高さや日影に関する説明会を再度開催する予

定。この説明会では、工事の具体的な工程につ

いても示すことができる見込み。ただし、令和

８年 4 月から 9 月の上半期中に解体工事が始ま

ることは時間的に難しい。したがって、少なく

ともそれまでは利用可能と考えて差し支えな

い。

運動場・体育館＝令和8年度6月末まで

集会室・和室＝令和8年度9月末まで

21

現在、施設の利用予約は 3 ヶ月前の抽選で行わ

れている。「いきなり使用できなくなる」と言

われると、代替の場所を探さなければならない

ため困る。利用終了時期の目安を、来年度以降

でも構わないので早めに知らせてほしい。

利用可能期間について、現時点では明確な期日

は確定していない。利用者の方が急に利用でき

なくならないよう、集会室の利用期間、体育館

の利用可能期間それぞれの情報共有に努める。

－

22

施設を利用しているにもかかわらず、説明会の

案内が十分に周知されていなかった。説明会を

開催される際には、利用者にもきちんと情報が

届くように周知してほしい。

施設の管理を担当している出張所と協力し、利

用者への周知方法を改善するよう努力する。今

後は、施設の利用者にも情報が確実に届くよう

に努める。

－

【基本設計】2025年8月6日実施　仮称大田区立みらい学園の計画に関する説明会
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■配置図

１．池の設置なし

２．隣地へ落ち葉の影響が少ない
常緑樹を選定

6. 新校舎完成までは、
既存体育館を利用して防災対応

6. 消防用水の設置あり

11. 地域住民が施設利用する際の
駐輪場

11. 地域住民が施設利用する際の
アクセス

11. 駐車場へのアクセス通路幅も確保
19. 2階防災倉庫へのアクセス階段
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■平面図(1階) ４, 13．エレベーター設置
バリアフリーに対応した計画

11. 地域住民が施設利用する際の
出入口

12.誰でも利用できる
カフェのような
「交流飲食ひろば」

14, 17. 近隣住宅、保健室に配慮
した防音計画

18. 美術・技術・図工などの
用途で地域利用可能
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■平面図(2階)

10. 屋外階段にはセキュリティ
（バリカー＋チェーン）あり

15. 地域開放を想定した体育館
一般的な中学校同等の広さ約700㎡
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■平面図(3階)
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■平面図(屋上)

7. 太陽光パネルで発電した電気を
施設内で利用
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